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酪
農
で
平
成
十
七
年
に
新
規
就
農
し
た

高
橋
昭
典
さ
ん
（
七
区
・
五
十
五
才
）
は
、

現
在
、
搾
乳
牛
四
十
頭
・
育
成
牛
二
十
頭

を
飼
育
し
て
い
る
。

　

高
橋
さ
ん
は
八
幡
平
市
平
笠
出
身
で
、

高
校
を
卒
業
後
、
北
海
道
や
ア
メ
リ
カ

で
実
習
を
重
ね
た
う
え
で
、
小
岩
井
農
場

に
勤
務
し
て
就
農
す
る
場
所
を
探
し
て
き

た
。

　

雫
石
町
で
酪
農
を
始
め
る
き
っ
か
け

は
、
雫
石
町
南
畑
に
「
し
ず
く
い
し
ア
グ

リ
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
」
が
開
設
さ
れ

自
前
の
糞
尿
処
理
施
設
の
必
要
が
な
か
っ

た
こ
と
が
一
番
だ
っ
た
。

　
経
営
を
開
始
し
て
す
ぐ
に
九
州
で
口
蹄

疫
が
流
行
し
、
牛
舎
消
毒
や
牛
の
移
動
が

厳
し
か
っ
た
り
、
平
成
二
十
三
年
の
大
震

災
に
よ
る
停
電
の
た
め
搾
乳
で
き
な
く
、

そ
の
対
応
で
発
電
機
の
手
配
が
大
変
だ
っ

た
と
高
橋
さ
ん
は
話
す
。

　
高
橋
さ
ん
の
牛
舎
は
き
れ
い
に
清
掃
さ

れ
、
牛
の
毛
も
ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ
さ
れ
つ
や

つ
や
し
て
お
り
、
牛
に
ス
ト
レ
ス
を
与
え

な
い
よ
う
に
し
て
乳
量
の
確
保
に
つ
な
げ

て
い
る
。

　

今
後
も
、
安
全
で
安
心
な
牛
乳
を
消
費

者
に
届
け
た
い
と
高
橋
さ
ん
は
牛
舎
の
清

掃
の
手
を
休
め
な
い
で
い
る
。

がんばる新規
就農者

安
全
で
安
心
な
牛
乳
を
届
け
た
い
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農
業
委
員
会
で
は
、
平
成
二
十
八
年

度
の
予
算
編
成
を
控
え
た
、
昨
年
十
二

月
一
日
、
菅
原
会
長
ほ
か
総
務
委
員
五

人
が
深
谷
町
長
を
訪
問
し
、
農
業
者
の

声
が
反
映
さ
れ
、
ま
た
、
本
町
の
農
業

を
持
続
的
に
発
展
さ
せ
、
農
村
の
更
な

る
振
興
を
推
進
す
る
立
場
か
ら
雫
石
町

農
業
農
村
振
興
に
関
す
る
建
議
を
提
出

し
ま
し
た
。

　

建
議
に
つ
い
て
は
、
米
の
オ
リ
ジ
ナ

ル
新
品
種
の
優
先
導
入
に
関
す
る
事
項

か
ら
、
担
い
手
の
確
保
、
育
成
支
援
策

等
の
農
業
の
活
性
化
に
係
る
事
項
な
ど

八
項
目
に
わ
た
る
内
容
と
な
り
ま
し

た
。

（
詳
細
は「
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
内
の
農

業
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し

て
い
ま
す
。）

１
．
米
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
新
品
種
の
優
先

的
な
導
入
に
つ
い
て

２
．
水
田
フ
ル
活
用
対
策
の
確
立
に
つ

い
て

３
．
農
地
中
間
管
理
事
業
に
つ
い
て

４
．
認
定
農
業
者
等
担
い
手
の
確
保
、

育
成
と
支
援
策
に
つ
い
て

５
．
農
村
環
境
の
保
全
に
つ
い
て

６
．
農
産
物
等
の
販
売
促
進
と
情
報
発

信
の
推
進
に
つ
い
て

７
．
畜
産
・
酪
農
基
盤
の
強
化
に
つ
い
て

８
．
有
害
鳥
獣
対
策
に
つ
い
て

雫
石
町
農
業
農
村
振
興
に
関
す
る
建
議

農
業
の
持
続
的
な
発
展
を
目
指
し
て

　

昨
年
十
二
月
二
十
五
日
、
晴
山
保
正

さ
ん
、
美
保
子
さ
ん
ご
夫
妻
が
、
深
谷

町
長
、
菅
原
農
業
委
員
会
会
長
の
立
会

の
も
と
に
家
族
経
営
協
定
を
締
結
し
ま

し
た
。

　

家
族
経
営
協
定
は
農
業
経
営
の
目
標

や
営
農
計
画
を
明
確
に
す
る
と
と
も

に
、
家
族
の
間
で
役
割
分
担
や
休
日
、

給
与
、
労
働
時
間
な
ど
の
就
業
条
件
を

明
ら
か
に
す
る
も
の
で
す
。

　

調
印
式
に
出
席
し
た
経
営
主
の
保
正

さ
ん
と
美
保
子
さ
ん
は
「
こ
の
協
定
締

結
を
機
会
に
、
夫
婦
間
で
の
役
割
を
確

認
し
、
お
互
い
相
談
し
な
が
ら
農
業
経

営
を
行
い
た
い
」
と
決
意
を
新
た
に
し

て
い
ま
し
た
。

家
族
経
営
協
定
を

締
結
し
ま
し
た

　

東
日
本
大
震
災
、
津
波
、
原
発
事
故

か
ら
早
く
も
五
年
と
な
り
、
被
災
地
で

は
住
民
を
は
じ
め
、
関
係
者
の
懸
命
な

努
力
に
よ
り
、
生
活
の
再
建
が
徐
々
に

進
ん
で
い
ま
す
が
、
地
域
に
よ
っ
て
は

農
業
の
担
い
手
確
保
、
育
成
や
農
地
の

利
用
集
積
な
ど
ま
だ
ま
だ
多
く
の
課
題

が
あ
り
、
一
日
も
早
い
復
旧
復
興
を
願

う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
国
内
の
農
業
・
農
村
を
取
り

巻
く
環
境
は
、
農
業
従
事
者
の
高
齢
化

や
担
い
手
不
足
、
耕
作
放
棄
地
の
増
加

な
ど
様
々
な
課
題
を
抱
え
て
お
り
、
農

業
収
入
の
減
少
や
将
来
の
不
安
な
ど
非

常
に
厳
し
い
状
況
が
続
い
て
お
り
ま

す
。
ま
た
、
さ
ら
に
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
交
渉

大
筋
合
意
が
発
表
さ
れ
、
参
加
各
国
に

よ
る
署
名
を
終
え
て
交
渉
が
終
結
、
大

き
な
節
目
を
迎
え
、
農
業
者
は
将
来
と

も
農
業
経
営
を
継
続
で
き
る
の
か
、
農

家
を
し
っ
か
り
支
え
て
い
く
と
い
う
方

針
を
明
確
に
打
ち
出
さ
な
い
限
り
、
戸

惑
い
と
不
安
を
隠
し
き
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
雫
石
町

農
業
委
員
会
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
本

町
の
農
業
を
持
続
的
に
発
展
さ
せ
、
農

村
の
さ
ら
な
る
振
興
を
推
進
す
る
立
場

か
ら
、
昨
年
十
二
月
一
日
に
雫
石
町
長

に
建
議
書
の
提
出
を
行
っ
て
お
り
ま

す
。
ま
た
、
農
業
委
員
会
等
に
関
係
す

る
法
律
が
改
正
さ
れ
、
農
業
委
員
会
制

度
、
組
織
は
新
た
な
時
代
を
迎
え
る
こ

と
と
な
り
、
私
た
ち
農
業
委
員
は
、
自

信
と
誇
り
を
も
っ
て
こ
れ
ま
で
以
上
に

努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
地

域
農
業
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
を
推
進
し
、

農
地
の
確
保
と
担
い
手
へ
の
利
用
集
積

に
向
け
、
人
・
農
地
プ
ラ
ン
に
位
置
付

け
ら
れ
た
中
心
経
営
体
と
し
て
役
割
を

果
た
す
こ
と
と
な
る
担
い
手
の
確
保
と

育
成
が
重
要
で
あ
り
、
町
当
局
と
の
連

携
の
も
と
、
支
援
策
の
充
実
を
図
っ
て

い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

農
業
者
が
将
来
に
夢
と
希
望
を
持
っ

て
、
農
業
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る

農
業
、
農
村
の
構
築
に
向
け
、
与
え
ら

れ
た
責
務
と
役
割
を
果
た
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
今
後
と
も
な
お

一
層
の
ご
指
導
と
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
建
議
に
寄
せ
て
　
雫
石
町
農
業
委
員
会
会
長
　
菅
　
原
　
久
　
耕
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農業委員会制度　ここが変わる！

　全農地に対する担い手が利用する農地面積の割合を現状の５割から８割に拡大することを政府が目標に掲げるなかで、
これを達成するために「農地等の利用の最適化の推進」が農業委員会の義務業務として位置づけられました。
　これまで農業委員会は、農地法等に基づく許認可事務のほかに、農地利用の確保、農地の効率利用の事務については「行
うことができる」と定められていました。今回の法改正によって、これら事務は「農地等の利用の最適化の推進」の事務
として当然に「行う」ことが定められました（農委法第６条第２項）。

❶ 農業委員会は農業委員とともに地域で活動する推進委員を委
嘱します

　農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進に取り組む体制を強化す
るため、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者のうちか
ら農地利用最適化推進委員を委嘱します。ただし、すでに農地利用の効
率化・高度化が相当程度進んでいるなど政令で定める基準に該当する場
合は除きます（農委法第17条第１項）。
　農業委員会は、区域ごとに農業者等から推進委員の候補者の推薦をも
とめ、希望者を募集し、その結果を公表、尊重します。

❷ 推進委員は農業委員会の総会、部会に出席し意見を述べるこ
とができます

　農業委員会の総会、部会は推進委員に対して担当地域における活動の報告をもとめることができ、推進委員も総会、
部会に出席して意見を述べることができます（農委法第29条）。

❶ 公選制から任命制に
　農業委員の選出方法は、公職選挙法に基づくものから市
町村長が議会の同意を得て任命する方法になります（農委法
第８条）。
　市町村長は、任命に当たって、あらかじめ地域の農業者
や農業団体等に候補者の推薦を求め、公募も行います。推
薦と応募の結果は公表が義務づけられ、市町村長にはこれ
を尊重することが求められています（農委法第９条）。

❷ 認定農業者を過半に。利害関係者以外も登用を
　区域内に認定農業者が少ない場合などを除いて、農業委
員の過半は認定農業者であることが求められます。また、
農業委員会の所掌事務に関して利害関係のない者を1人以上
含めることが求められます ( 農委法第８条第５項、第６項 )。

❸ 女性や青年の登用促進を
　農業委員の年齢、性別等に著しい偏りが生じないように配慮することが求められています（農委法第８条第７項）。こ
のため、女性や青年の登用に向けた機運を高めることが急務となります。

※　改正法の公布（平成27年9月４日）後は現行制度に基づく選挙の告示は行われません。
　　また、改正法の施行は平成28年４月１日で、施行時に在任している農業委員は、任期満了まで引き続いて農業委員

としての職務を行います。

１ 農業委員会の役割が「農地等の利用の最適化の推進」
として強化されます

２ 農地利用最適化推進委員が設置されます

３ 農業委員会の選挙方法が変わります

農業委員、農地利用最適化推進委員の選任のイメージ

市町村長

市町村
議会

農業委員

地域の農業者や農業団体等

農業委員会

農地利用最適化
推進委員

委嘱
同意

推薦・公募

任命

( 全国農業会議所リーフレットより転載 )
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編

集

後

記

農業者年金は老後生活をがっちりサポートします！

　農業者年金は、農業者の「老後生活の安心と安定」を図るために創設された制度です。
　農業者年金加入で老後の備えをより充実させませんか。

○少子・高齢化時代に強い積立方式の年金です。○終身年金で80歳までの保障付です！
○支払う保険料は全額社会保険料控除の対象！　○手厚い政策支援で保険料の国庫助成があります！

※詳しくは農業委員会事務局　692－6595へお問い合せください。

　
今
年
は
、
降
雪
量
も
少
な
く
雪
解

け
も
早
ま
り
そ
う
で
す
。

　
農
業
は
大
き
な
変
換
期
を
迎
え
て

い
ま
す
。

　
課
題
は
多
く
あ
り
ま
す
が
、
農
家

の
皆
さ
ん
で
力
を
合
わ
せ
て
ピ
ン
チ

は
チ
ャ
ン
ス
と
捉
え
、
頑
張
っ
て
い

き
た
い
も
の
で
す
。

　
農
作
業
始
ま
り
ま
す　
安
全
第
一

で
…
。

(

編
集
委
員
　
米
　
澤
　
和
　
秋)

　
本
格
的
な
農
作
業
も
始
ま
る
頃
で

し
ょ
う
か
…
。
私
も
菌
茸
の
植
菌
作

業
に
勤
し
ん
で
お
り
ま
す
。
今
年
度

は
新
し
い
品
種
に
挑
戦
し
て
み
ま
し

た
。

　
『
何
事
も
失
敗
を
恐
れ
ず
、
前
進

あ
る
の
み
‼
』『
改
革
‼
』
の
精
神
で

取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

　
農
業
委
員
二
年
目
の
モ
ッ
ト
ー
は

女
子
目
線
で

　
　
　
・
し
っ
か
り
見

　
　
　
・
正
し
く
聞
き

　
　
　
・
は
っ
き
り
言
う

責
任
を
持
っ
て
活
動
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　
さ
て
今
年
は
ど
の
よ
う
な
年
に
な

る
の
で
し
ょ
う
。

　
穏
や
か
な
申
年
で
あ
り
ま
す
よ
う

心
よ
り
願
い
ま
す
。

(

編
集
委
員
　
八
丁
野
　
よ
し
子)

１．田の部
地 域 名 平 均 額 最 高 額 最 低 額 デ ー タ 数 備　　考

雫 　 石 10,200 12,000 2,000 140
御 　 所 7,600 12,000 1,000 194
西 　 山 8,900 14,400 1,000 135
御 明 神 6,500 14,800 1,000 139

（参考）雫石町平均 8,200 608
２．畑の部

地 域 名 平 均 額 最 高 額 最 低 額 デ ー タ 数 備　　考
雫 　 石 5,000 5,000 5,000 1
御 　 所 3,000 3,000 3,000 1
西 　 山 8,800 10,000 4,000 6
御 明 神 3,800 10,000 3,000 8 ※ 5　Ｈ 26

（参考）雫石町平均 7,600 8
 

雫石町農地賃借料情報

　平成27年1月から同年12月までに締結（公告）された賃貸借における賃借料水準（10ａ当り ) は以下のとおり
です。
　　　　平成 28 年 1 月 20 日

雫石町農業委員会

※ 1　データ数は、集計に用いた筆数です。     
※ 2　賃借料を物納支給（水稲）としている場合は、60㎏当たり 9,600 円に換算しています。    
※ 3　金額は、算出結果を四捨五入し 100 円単位としています。     
※ 4　「（参考）雫石町平均」の平均額は、各区分の平均値（四捨五入前）をデータ数により加重平均した値です。
※５　平成 27 年中に御明神地区において畑の賃貸借契約がないため、直近の情報を載せています。（雫石町平均には含んでお

りません）

農業者年金に
加入しましょう

農業者だけが加入できる、多くのメリットがあります‼

担い手積立年金国がさ
さえる

安心が
大きく

なる


